
船舶事故等調査報告書 
平成２７年９月１７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１５広第２３号 

事故等種類 乗揚 

発生日時 平成２７年１月２７日 ０２時４０分ごろ 

発生場所 愛媛県松山市野忽那
の ぐ つ な

島北西方沖 

野忽那港北防波堤灯台から真方位２４６°５００ｍ付近 

 （概位 北緯３３°５８.３８′ 東経１３２°４０.９２′） 

事故等調査の経過  平成２７年２月１６日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

引船 第二十一福寿
ふくじゅ

丸、９９トン 

 １３６００２、福寿船舶株式会社 

 乗組員等に関する情報 船長、四級海技士（航海） 

航海士、四級海技士（航海） 

 死傷者等 なし 

 損傷 船底に擦過傷、推進器翼に欠損 

 事故等の経過 本船は、船長及び航海士ほか２人が乗り組み、航海士が、単独の船

橋当直につき、舵輪後方の椅子に腰を掛け、野忽那島北方沖を約５ノ

ットの対地速力で自動操舵により南進した。 

航海士は、少し眠気を感じたが、これまでに居眠りをしたことがな

かったので、居眠りすることはないと思い、船橋当直を続けていた。 

本船は、平成２７年１月２７日０２時４０分ごろ野忽那島北西方沖

の浅瀬に乗り揚げた。 

船長は、自室で就寝中に乗揚の衝撃で事故に気付き、すぐに船橋に

上がり、海上保安庁に本事故を通報した。 

本船は、１３時ごろ、満潮を待って自力で離礁した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北東、風力 １、視界 良好 

海象：潮汐 下げ潮の初期 

 その他の事項 本船の喫水は、本事故当時、船首約１.８ｍ、船尾約３.３ｍであっ

た。 

航海士は、００時から０４時まで船橋当直の予定であった。 

航海士は、２６日１９時ごろ就寝し、２７日００時前、就寝中に前

直者から起こされて船橋当直についた。 

本船の船橋は、本事故当時、暖房中であり、窓及び扉は閉じられて

いた。 

航海士は、本事故後、居眠りをして乗り揚げたと思った。 

航海士は、ふだん、眠気を感じた時には、身体を動かしたり、ウイ



ングに出たりしていたが、本事故当時は行わなかった。 

本船は、船橋航海当直警報装置がなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

本船は、野忽那島北方沖を自動操舵で南進中、単独で船橋当直中の

航海士が居眠りに陥ったことから、予定変針場所を通過して同島北西

方沖の浅瀬に乗り揚げたものと考えられる。 

航海士は、眠気を感じたものの、これまでに居眠りをしたことがな

かったので、居眠りすることはないと思い、船橋当直を続けたことか

ら、居眠りに陥ったものと考えられる。 

航海士は、椅子に腰を掛けていたこと及び船橋内を暖房していたこ

とから、覚醒水準が低下して居眠りに陥った可能性があると考えられ

る。 

原因  本事故は、夜間、本船が、野忽那島北方沖を自動操舵で南進中、単

独で船橋当直中の航海士が居眠りに陥ったため、予定変針場所を通過

して同島北西方沖の浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考え

られる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船橋当直中に眠気を感じた場合は、身体を動かしたりするなどし

て眠気を払うこと。また、眠気を払うことができないときは、休

憩中の乗組員を呼んで、船橋当直を交替すること。 

 


